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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
就
職
活
動
等
へ
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
の
１
か
ら
３
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

令
和
元
年
度
の
卒
業
・
修
了
者
（
以
下
「
令
和
元
年
度
新
卒
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
採
用
内

定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
対
し
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
採
用
内
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
の
採
用
に
取
り
組
む
企
業

を
含
む
企
業
か
ら
の
求
人
を
紹
介
す
る
な
ど
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
各
府
省
の
非
常
勤
職
員
の
採
用
情
報
を
提
供
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
内
定
者
へ
の
入
社
辞
退
の
強
要
や
新
卒
採
用
者
へ
の
自
宅
待
機
の
指
示
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
第
三
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
職
業
安
定
所
等
に
対
す
る
通
知
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
新
卒
者
の
採
用
内
定
の
取
消
し
、

内
定
期
間
の
延
長
等
の
数
を
把
握
し
て
い
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
令
和
元
年
度
新
卒
者
に
係
る
御
指
摘
の
「
試
用
期
間
中
の
解
雇
」
等
を
防
止
す
る
た
め
、
雇
用
調
整
助
成
金
の

対
象
と
な
る
被
保
険
者
に
関
す
る
要
件
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
令
和
二
年
三
月
に
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合



 

２ 

 

会
等
に
対
し
、
当
該
助
成
金
の
活
用
や
最
大
限
の
経
営
努
力
を
行
う
こ
と
の
要
請
を
企
業
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
を
求
め
る

等
、
令
和
元
年
度
新
卒
者
を
含
め
た
従
業
員
の
雇
用
の
維
持
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
は
「
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
の
場

合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
休
業
期
間
中
当
該
労
働
者
に
、
そ
の
平
均
賃
金
の
百
分
の
六
十
以
上
の
手
当
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
労
働
基
準
監
督
機
関
に
お
い
て
は
、
当
該
労
働
者
が
令
和
元
年
度
新
卒
者
で
あ
る

場
合
を
含
め
、
同
条
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
案
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
事
業
場
に
対
し
て
監
督
指
導
を
実

施
し
、
ま
た
、
同
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
同
条
に
規
定
す
る
手
当
を

支
払
う
よ
う
指
導
し
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
「
労
働
施
策
基
本
方
針
」
（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
多
様
な
就
業
形
態
が
増

加
す
る
中
で
、
労
働
関
係
法
令
や
各
種
ル
ー
ル
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
、
労
働
関
係
の
紛
争
や
不
利
益
な
取
扱
い
の
未
然
の

防
止
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
働
き
方
を
選
択
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
た
め
、
高
校
生
な
ど
の
若
年
者
に
対
し
て
、
労
働
関
係

法
令
や
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
教
育
を
推
進
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
こ
の
よ
う
な
対



 

３ 

 

応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
多
数
の
学
生
が
集
ま
る
企
業
説
明
会
が
中
止
さ
れ
る
」
な
ど
の
状
況
に
お
い
て
も
、
政
府
と
し
て
は
、
令
和

二
年
度
の
大
学
等
の
卒
業
・
修
了
予
定
者
（
以
下
「
令
和
二
年
度
新
卒
予
定
者
」
と
い
う
。
）
が
、
十
分
な
企
業
情
報
を
得

て
、
そ
れ
を
検
討
で
き
る
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
企
業
が
採
用
活
動
を
最
大
限
柔
軟
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
安
心
し
て

就
職
活
動
に
取
り
組
め
る
環
境
が
整
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
に
、
令
和
二
年
度

新
卒
予
定
者
等
の
就
職
・
採
用
活
動
等
へ
の
特
段
の
配
慮
と
し
て
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
等
に
対
し
、
多

様
な
通
信
手
段
を
活
用
し
た
面
接
や
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
等
に
関
す
る
要
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
お

尋
ね
の
「
ウ
ェ
ブ
を
活
用
し
た
企
業
説
明
会
や
面
談
」
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
検
討
を
行
っ
て
ま

い
り
た
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
短
期
の
大
量
・
一
括
選
考
が
よ
り
困
難
と
な
る
可
能
性
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
企
業
の
採
用
活
動
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
適
切
に
対
応
し
て
ま

い
り
た
い
。 

二
の
３
に
つ
い
て 



 

４ 

 

 
 

令
和
二
年
度
の
新
規
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
の
採
用
選
考
期
日
等
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
全
国
高

等
学
校
長
協
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
等
に
よ
る
検
討
会
議
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
に
取
り
ま
と
め

た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
求
人
申
込
書
の
受
付
開
始
」
は
同
年
六
月
一
日
、
「
学
校
か
ら
企
業
へ
の

生
徒
の
応
募
書
類
提
出
開
始
」
は
同
年
九
月
五
日
（
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
同
年
八
月
三
十
日
）
、
「
企
業
に
よ
る
選
考
開
始

及
び
採
用
内
定
開
始
」
は
同
年
九
月
十
六
日
と
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
を
再
検

討
す
る
予
定
は
な
い
。 


